
「資格情報のお知らせ」に係るＱ＆Ａ 

 

 ※本Ｑ＆Ａでは「資格情報のお知らせと個人番号（マイナンバー）確認のお願い」を「資格情報のお知らせ」といいます。 

Ｑ１：今般、保険証等を更新する際や資格情報のお知らせ等を送付する際に、個人番号の 

下４桁を含む加入者情報を通知する趣旨は何でしょうか。 

Ａ１：これまで中間サーバー既登録データ等の確認を行うとともに、令和６年春からは中

間サーバーに新規に情報を登録する際に全件 J-LIS照会を行うこととするなどの対応を進

めてきました。今般の加入者情報等の送付は、これらの取組を踏まえて医療保険者等の把

握している加入者情報（個人番号の下４桁を含む）を通知することで、情報の正確性を担

保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるように

することを目的とするものです。 

 

Ｑ２：「資格情報のお知らせ」について、被保険者資格（ご本人の資格）を喪失した方の

分が交付されましたが、どうしたらいいですか。 

Ａ２：事務処理の関係上、対象者のデータに反映された方がいます。そのため、被保険者

資格（ご本人の資格）を喪失した方の「資格情報のお知らせ」は破棄してくださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

Ｑ３：「資格情報のお知らせ」について、被扶養者資格（ご家族の資格）を取得した方の

分がありませんが、なぜですか。 

Ａ３：事務処理の関係上、対象者のデータに反映されない方がいます。該当者の方につい

ては令和６年１２月以降に改めて通知予定です。詳細は別途お知らせいたします。 

 

Ｑ４：「資格情報のお知らせ」の内容が合っていることを確認したらこのお知らせは廃棄

していいですか。 

Ａ４：「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。医療機関で

マイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて

「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報の

お知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと

思います。今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の

資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。（➡マイナポータル

での確認方法はＱ６のＡ６参照） 

 

 

 



Ｑ５：以下のいずれかに該当する場合、「資格情報のお知らせ」は再交付されますか。 

・氏名変更、負担割合変更、き損・紛失 

Ａ５：再交付の詳細は別途お知らせします。なお、マイナポータルにログインすることで

ご自身の最新の「資格情報」を確認することができますので、マイナポータルにログイン

の上、ご確認ください。（➡マイナポータルでの確認方法はＱ６のＡ６参照） 

 

Ｑ６：マイナポータルにログインして自身の最新の「資格情報」をどのように確認すれば

いいですか。 

Ａ６：以下のとおりです。 

①マイナポータルにログイン。 

   マイナポータルの URL 

https://myna.go.jp/certificates/health-insurance-card 

 

②下記の手順１から手順３まで参照。 

  ↓ 

次ページに続く。 

 



 



 
 

※マイナポータルの操作方法等のご不明点は下記へお問い合わせください。 

 

 

以上 

 

 


